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1．教 育 目 標 

（１）理念 

 「 挑戦（チャレンジ） 調和（ハーモニー） 創造（クリエーション） 」 

・自尊感情を高く持ち、自分を信じて学ぶ姿勢  

・社会で生き抜くための人格の形成  

・経験や体験、出会いを大切にしながら学び続けようとする姿勢 

 

（２） 学校教育目標 

・集団の中でお互いを尊重し、共に学ぶ生徒を育てる。 

・自分を知り、主体的に学び、課題を解決しようとする生徒を育てる。 

・地域や社会の中で、責任や役割を果たす生徒を育てる。 

 

（３） 目指す学校像 

・豊かな生活を送るために、調和の取れた心身を育成する学校。 

・一人一人の可能性を最大限に引き出し、自立と社会参加に向けた生きる力を育成する学校。 

・保護者、地域に愛され、社会とのつながりを大切にする学校。 

 

（４）学校経営基本方針 

・生徒が社会的スキルを身につけ主体的にコミュニケーションを図ろうとする教育活動を推進する。 

・生徒の社会的・職業的自立を目指し、社会の変化と卒業後を見据えた教育課程を編成する。 

・地域資源を活用し、安全で安心できる環境の整備や危機管理体制の充実を図る。 

・社会に開かれた教育課程を編成し、生徒が自立、社会貢献できる教育活動を推進する。 
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2．設 置 学 部 

  【知的障害部門】 高等部 

 

3．対 象 の 生 徒 

知的障害のある者で、本校での教育を希望し、それが適切であると考えられる生徒。 

神戸市東灘区（本山・住吉・御影・向洋中学校区）・灘区・中央区に居住する生徒。 

中学校または特別支援学校中学部を卒業または令和９年３月卒業見込みの者。 

 

4．教 育 上 の 特 色 

（１）教育内容                                           

・自立活動の視点を大切にした教育活動や社会の変化に対応した作業学習の充実を図り、社会に開か

れた教育課程を編成します。 

・生徒が社会的スキルを身につけ、主体的にコミュニケーションを図ろうとする教育活動を工夫しま

す。 

・障害の特性や発達の様子、個性を踏まえ、３つのコースを設定し、卒業後を見据えた一人一人の社

会的・職業的自立を目指します。 

 

生活コース 情緒の安定や基本的な生活習慣の充実を図りながら、主体的に発信したり、集団生活へ

参加したりする態度や意欲を育成します。 

社会コース 多様な体験的学習を通して社会性を育て、働く習慣の育成と職業生活に必要な技能や態

度を育成します。 

職業コース 企業等と連携した就業体験を通して、職業生活に必要な能力を高めるとともに、職業人、

社会人として働く態度や意欲を育成します。 

（２）施設設備 

・教室を改修し、教育課程の内容に対応した新しい作業学習等を行えるようにします。 

 

（３）ＩＣＴ機器の活用 

  ・ＩＣＴ機器を活用して、個に応じた情報活用能力の向上を目指します。 

5．応募の手続き 

（１）学校説明会   令和８年５月 21 日（木）・22日（金）   
※入学希望者は、必ず参加してください。 

※学校見学を含みます。 
 

（２）入学相談    令和８年７月 21 日（火）～７月 24日（金） 

※入学希望者は、必ず参加してください。                   

 

（３）願書受付期間  令和８年 10 月 28 日（水）～10 月 30 日（金） 

 

 

 

 



 

 

6．入学の決定まで 

（１）入学決定通知は、保護者宛てに文書でお知らせします。（令和８年 12 月中旬 予定） 

 

（２） 入学前保護者説明会    令和９年２月 12日（金） 

 

7．諸 費 用 

（１） 入学に関する費用のうち、授業料、教科書代（就学奨励費により）は無料です。 

（２） 給食費、校外学習費、学用品費、通学付添費などは、所得の状況により補助（就学奨励費）が受

けられます。 

（３） その他、毎月納入する諸費用は、学習費、修学旅行積立金、安全互助会費等です。 

（４） 通学バスの経費は、無償です。自力通学者の交通費は、就学奨励費等の規定に基づいて支給され

ます。 

 

 

8．学 校 所 在 地 

 

9．通 学 方 法 

・原則、自力通学としています。自力通学が難しい場合のスクールバスの利用については、相談のう

え決定します。 

青陽灘高等支援学校 

 


